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１２月教育委員会で付議した内容から修正した箇所

修正箇所 修正前 修正後

P6
３ 適 切

な 休 養 日

等の設定

ア 学期中は、週当たり２日以上

の休養日を設ける。

平日は少なくとも１日、土曜

日および日曜日（以下「週末」

という。）は少なくとも１日以

上を休養日とする。週末に大会

参加等で活動した場合は、休養

日を他の日に振り替える。土曜

日・日曜日・祝日または振替休

日において年間５２日以上の部

活動休養日を確保する。

ア 学期中は、週当たり３日以上

の休養日を設ける。

平日は少なくとも２日、土曜

日および日曜日（以下「週末」

という。）は少なくとも１日以

上を休養日とする。週末に大会

参加等で活動した場合は、休養

日を他の日に振り替える。土曜

日・日曜日・祝日または振替休

日において年間５２日以上の部

活動休養日を確保する。

ウ １日の活動時間は、長くとも

平日では２時間程度、学校の休

業日（学期中の週末を含む）は

３時間程度とし、できるだけ短

時間に、合理的かつ効率的・効

果的な活動を行う。

ウ １日の活動時間は、長くとも

平日では２時間程度とし、遅く

とも午後５時３０分には終了す

る。学校の休業日（学期中の週

末を含む）は長くとも３時間程

度とする。活動はできるだけ短

時間に、合理的かつ効率的・効

果的に行う。

P11~12
④ 教 師 等

の 兼 職 兼

業

ウ 大野市教育委員会は、教師の

心身の健康を確保するため、当

該教師の学校における労働時間

（ただし、在校等時間（教育職

員が学校教育活動に関する業務

を行っている時間として外形的

に把握することができる時間）

も通算の対象として扱う。）と

地域団体の業務に従事する時間

を通算した時間から労働基準法

に規定される労働時間（原則と

して１日について８時間，１週

について４０時間）を差し引い

た時間（いわゆる時間外労働と

休日労働の合計時間）が単月８

０時間未満とならないことが見

込まれる場合には，兼職兼業の

許可を出さない。

ウ 大野市教育委員会は、教師の

心身の健康を確保するため、当

該教師の学校における労働時間

（ただし、在校等時間（教育職

員が学校教育活動に関する業務

を行っている時間として外形的

に把握することができる時間）

も通算の対象として扱う。）と

地域団体の業務に従事する時間

を通算した時間から教職員の勤

務時間（原則として１日につい

て７時間４５分，１週について

３８時間４５分）を差し引いた

時間（いわゆる時間外労働と休

日労働の合計時間）が単月８０

時間未満とならないことが見込

まれる場合には，兼職兼業の許

可を出さない。

P13
（ ５ ） 適

切 な 休 養

日 等 の 設

定

ア 学校の学期中は、週当たり２

日以上の休養日を設ける。

平日は少なくとも１日、週末

は少なくとも１日以上を休養日

とする。週末に大会参加等で活

動した場合は、休養日を他の日

に振り替える。

ア 学校の学期中は、週当たり３

日以上の休養日を設ける。

平日は少なくとも２日、週末

は少なくとも１日以上を休養日

とする。週末に大会参加等で活

動した場合は、休養日を他の日

に振り替える。
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学校部活動および新たな地域クラブ活動の

あり方等に関する方針 （案）

令和 年 月

大野市教育委員会
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はじめに

○ 学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主的・自発的に参加し、
各部活動の責任者（以下「部活動顧問」という。）の指導のもと、学校教育の一環として行われ、教
師の献身的な支えにより、本市のスポーツ・文化芸術振興を担ってきました。

○ また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等
との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資す
るなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育的意義を有してきま
した。

○ しかし、少子化が進展する中、学校部活動を従前と同様の体制で運営することは難しくなってき
ており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にあります。また、専門性や意思に関わらず教師
が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学校の働き方改革が進む中、より一層厳し
くなります。

○ 生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と地域との連携・協働により、
学校部活動のあり方に関し速やかに改革に取り組み、生徒や保護者の負担に十分配慮しつつ、持続
可能な活動環境を整備する必要があります。

○ 今回、国が、平成３０年のスポーツ庁および文化庁のガイドラインを統合し、令和４年１２月に
「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を公表したこ
とに伴い、福井県が平成３１年２月に策定した「部活動の在り方に関する方針」を全面的に改定し、
令和５年３月に「学校部活動および新たな地域クラブ活動のあり方に関する方針」を策定しました。

○ これを受け、大野市が令和元年７月に策定した「部活動の在り方に関する方針」を全面的に改定

し、「学校部活動および新たな地域クラブ活動のあり方に関する方針」を策定します。

令和 年 月

大野市教育委員会
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本方針策定の趣旨等

○ 本方針は、少子化の中でも将来にわたり、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむこと
ができる機会を確保することを目指し、学校部活動が生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環
境となるよう、適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方について示すとともに、新たな地域ク
ラブ活動を整備するために必要な対応について、大野市の考え方を示すものである。

○ 学校部活動の地域移行は、「地域のこどもたちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識のも
とで、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、
地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することを目指すもの
である。
その際、前述した学校部活動の教育的意義や役割については、地域クラブ活動においても継承・

発展させ、さらに、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新しい
価値が創出されるよう、学校教育関係者等と必要な連携を図りつつ、発達段階やニーズに応じた多
様な活動ができる環境を整えることが必要である。

○ 本方針は、義務教育である中学校の生徒の学校部活動および地域クラブ活動を主な対象とする。
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Ⅰ 学校部活動

学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われるものであるが、
学校部活動を実施する場合には、その本来の目的を十分に果たし、生徒にとって望ましいスポーツ・文
化芸術環境となるよう、以下に示す内容を徹底する。

１ 適切な運営のための体制整備

（１）学校部活動に関する方針の策定等
ア 校長は、本方針に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。（参考様式１参照）

部活動顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日および参加予定大会日程等）ならびに毎月の活動
計画（参考様式２参照）および活動実績（活動日時・場所、休養日および大会参加日等）を作成し、
校長に提出する。

（２）指導・運営に係る体制の構築
ア 校長は、教師だけでなく、適切な指導者を確保していくことを基本とし、部活動指導員の配置にも
気を配ること。また、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の
安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に学校部活動を実施できるよう、中学校にお
いては、１つの部活動を複数体制で指導できるよう、教員数のおおむね２分の１の部活動数になるよ
う見直しを行い、適正な数の学校部活動を設置する。

イ 校長は、教師を部活動顧問に決定する際は、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教師の他の
校務分掌や本人の抱える事情、部活動指導員の配置状況等を勘案したうえで行うなど、適切な校務分
掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営および管理に係る体制を構築す
る。

ウ 校長は、毎月の活動計画および活動実績の確認等により、学校部活動の活動内容を把握し、生徒が
安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教師の負担が過度とならないよう持続可能な運営体制が整え
られているかなどについて、適宜、指導・是正を行う。

エ 校長は、部活動について共同管理体制を導入し、部活動顧問および部活動指導員は、共同管理報告
書（参考様式３参照）を活用するなどして、複数の部活動の安全管理を効率よく行う。

オ 大野市教育委員会は、部活動顧問を対象とするスポーツ・文化芸術活動の指導に係る知識および実
技の質の向上ならびに学校の管理職を対象とする学校部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図
るための研修等の取組みを行う。
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カ 大野市教育委員会および校長は、教師の学校部活動への関与について、法令や「福井県学校業務改

善方針」（令和２年３月改定 福井県教育委員会）に基づき、業務改善および勤務時間管理等を行う。

キ 大野市教育委員会は、各学校の生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況や校務分担の実態等を踏
まえ、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置する。また、教師ではなく部活動指導員が顧問と
なり指導や大会等の引率を担うことのできる体制を構築する。

ク 大野市教育委員会は、部活動指導員等の任用・配置に当たっては、学校教育について理解し、適切
な指導を行うために、学校部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達段階に応じた科学的な指導、
安全の確保や事故発生時の対応を適切に行うこと、体罰（暴力）やハラスメント（生徒の人格を傷つ
ける言動）は、いかなる場合も許されないこと、服務（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の
信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守することなどに関し、任用前及び任用後の定期において研
修を行う。

ケ 大野市教育委員会は、部活動指導員を確保しやすくするため、地域におけるスポーツ・文化芸術団
体等の協力を得ながら、指導者の発掘・把握に努める。また、スポーツ・文化芸術団体等は、生徒の
多様なニーズに応えられる指導者の養成や資質向上の取組みを進める。

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進

ア 校長、部活動顧問および部活動指導員は、学校部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健康管理
（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動中の障害・外傷の予防、バランスのとれた学校生活への配
慮等を含む。）、事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、
体罰・ハラスメントを根絶する。
特に運動部活動においては、文部科学省が平成２５年５月に作成した「運動部活動での指導のガイ

ドライン」に則った指導を行う。大野市教育委員会は、学校におけるこれらの取組みが徹底されるよ
う、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援および指導・是正を行う。

イ 運動部活動の部活動顧問および部活動指導員は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効
果を得るために休養等を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷
のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないことなどを正しく理解し、分野の特
性等を踏まえた効率的・効果的なトレーニングの積極的な導入等により、休養等を適切に取りつつ、
短時間で効果が得られる指導を行う。
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ウ 文化部活動の部活動顧問および部活動指導員は、生徒のバランスのとれた健全な成長の確保の観点
から休養等を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化
部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うことなどを正しく理解し、分野の特性等を踏まえた効
率的・効果的な練習・活動の積極的な導入等により、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得ら
れる指導を行う。

エ 部活動顧問および部活動指導員は、生徒の運動・文化芸術等の能力向上や、生涯を通じてスポーツ・
文化芸術等に親しむ基礎を培うとともに、生徒がバーンアウトすることなく、技能の向上や大会等で
の好成績等それぞれの目標を達成できるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図ったうえで指導
を行う。その際、専門的知見を有する者と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期における体と
心の状態等に関する正しい知識を得たうえで指導を行う。

オ 部活動顧問および部活動指導員は、中央競技団体または学校部活動に関わる各分野の関係団体等が
作成した部活動における指導手引を活用して、競技や分野の特性等を踏まえた効率的・効果的な指導
を行う。

３ 適切な休養日等の設定

学校部活動における休養日および活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食事、休養およ
び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準とする。

ア 学期中は、週当たり３日以上の休養日を設ける。
平日は少なくとも２日、土曜日および日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休
養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。土曜日・日曜日・
祝日または振替休日において年間５２日以上の部活動休養日を確保する。

イ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。

ウ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度とし、遅くとも午後５時３０分には終了する。
学校の休業日（学期中の週末を含む。）では長くとも３時間程度とする。活動はできるだけ短時間に、
合理的でかつ効率的・効果的に行う。

エ 生徒の登下校時刻の適正化や過度の練習によるスポーツ障害の防止等の観点と、教師の勤務時間
の適正化の観点から、朝練習は原則として行わない。
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オ 活動場所が山、海、湖、川、専用施設など特殊な環境であることや、降雪等の気象条件の影響で
屋外競技の活動場所が限られることにより、始業前に活動することまたは１日の活動時間を増やす
ことが必要となる場合には、事前に活動計画等により校長の承認を得ること。その際、その後に休
養日を設けるなど、生徒のバランスのとれた生活に支障が生じないよう配慮すること。

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備

ア 校長は、学校の指導体制等に応じて、性別や障害の有無を問わず、技能等の向上や大会等で好成績
を収めること以外にも、気軽に友達と楽しめる、適度な頻度で行えるなど多様なニーズに応じた活動
を行うことができる環境を整備するよう努める。
具体的な例としては、運動部活動では、複数のスポーツや季節ごとに異なるスポーツを行う活動、

競技・大会志向でなくレクリエーション志向で行う活動、体力つくりを目的とした活動、生徒が楽し
く体を動かす習慣の形成に向けた動機付けとなる活動等が考えられる。また、文化部活動では、体験
教室等の活動、レクリエーション的な活動、障害の有無や年齢等に関わらず一緒に活動することがで
きるアート活動、生涯を通じて文化芸術を愛好する環境を促進する活動等が考えられる。

イ 大野市教育委員会は、少子化に伴い、単一の学校では特定の分野の学校部活動を設けることができ
ない場合、部活動指導員を配置できず指導を望む教師もいない場合には、生徒のスポーツ・文化芸術
活動の機会が損なわれることがないよう、当面、複数校の生徒が拠点校の学校部活動に参加するなど、
合同部活動等の取組みを推進する。

ウ 校長は、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のある生徒が参加しやすいよう、
スポーツ・文化芸術等に親しむことを重視し、一人一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にすること、
過度な負担とならないよう活動時間を短くすることなどの工夫や配慮をする。

エ 大野市教育委員会および校長は、学校部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるもので
あることを踏まえ、生徒の意思に反して強制的に加入させることがないよう徹底する。学校部活動の
加入については、段階的に任意加入を進め、令和６年度の３年生引退後にはすべての生徒を任意加入
とする。
また、活動日数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、特定の種目・部門だけでなく、スポーツ・

文化芸術や科学分野の活動や地域での活動も含めて、様々な活動を同時に経験できるよう配慮する。
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５ 学校部活動の地域連携

ア 大野市教育委員会および校長は、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ・文化芸術団体との
連携や民間事業者の活用等により、保護者の理解と協力を得て、学校と地域が協働・融合した形での
地域におけるスポーツ・文化芸術の環境整備を進める。その際、行政、学校、スポーツ・文化芸術団
体等の関係者が現状や課題を共有し、今後のスポーツ・文化芸術環境のあり方等を協議する場を設け
る。

イ 大野市教育委員会および校長は、地域の実情に応じ、学校種を越え、高等学校、大学および特別支
援学校等との合同練習を実施するなどにより連携を深め、生徒同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を
設ける。

ウ 大野市スポーツ協会、競技団体およびその他のスポーツ団体は、総合型地域スポーツクラブやスポ
ーツ少年団等の生徒が所属する地域のスポーツ団体に関する事業等について、大野市教育委員会等と
連携し、学校と地域が協働・融合した形での地域のスポーツ環境の充実を図る。
また、大野市文化協会、各分野の文化芸術団体等は、大野市教育委員会等と連携し、学校と地域が

協働・融合した形での文化芸術等の活動を推進する。
さらに、スポーツ・文化芸術団体は、大野市教育委員会等が実施する部活動指導員の任用・配置や、

部活動顧問等に対する研修等、スポーツ・文化芸術活動の指導者の質の向上に関する取組みに協力す
る。

エ 大野市教育委員会および校長は、地域で実施されている分野と同じ分野の学校部活動について、休
日の練習を共同で実施するなど連携を深める。休日に限らず平日においても、できるところから地域
のスポーツ・文化芸術団体等と連携して活動する日を増やす。

オ 大野市教育委員会および校長は、学校部活動だけでなく、地域で実施されているスポーツ・文化芸
術活動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動を選
べるようにする。
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Ⅱ 新たな地域クラブ活動

中学校において、学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協働により生徒のスポ
ーツ・文化芸術活動の場として、新たに地域クラブ活動を整備する必要がある。
地域クラブ活動は、学校の教育課程外の活動として、社会教育法上の「社会教育」（主として青少年

および成人に対して行われる組織的な教育活動（体育およびレクリエーションの活動を含む。））の一環
として捉えることができ、また、スポーツ基本法や文化芸術基本法上の「スポーツ」「文化芸術」とし
て位置付けられるものでもある。したがって、地域クラブ活動は、学校と連携し、学校部活動の教育的
意義を継承・発展しつつ、スポーツ・文化芸術の振興の観点からも充実を図ることが重要である。
これを踏まえ、学校部活動で担ってきた生徒のスポーツ・文化芸術の機会を地域スポーツ・文化芸術

から支えるという視点も有しつつ、新たな地域クラブ活動のあり方や運営体制、活動内容等について示
す。大野市は、地域の実情に応じ、関係者の共通理解のもと、できるところから取組みを進めていく。

１ 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進

（１）参加者
従来の学校部活動に所属していた生徒はもとより、学校部活動に所属していない生徒、運動や歌、
楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒、障害のある生徒等、希望するすべての生徒を想定する。

（２）運営団体・実施主体
① 地域スポーツ・文化芸術団体等の整備充実
【地域スポーツ団体等】
ア 大野市は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実を支援する。そ
の際、運営団体・実施主体は、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、体育・スポーツ協会、
競技団体、クラブチーム、プロスポーツチーム、民間事業者、フィットネスジム、大学等、多様なも
のを想定する。また、地域学校協働本部や保護者会、同窓会、複数の学校の運動部が統合して設立す
る団体等、学校と関係する組織・団体も想定する。

イ 大野市ならびにスポーツ団体等は、『スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞』
を運営団体・実施主体に対して広く周知・徹底する。また、運営団体・実施主体は、『スポーツ団体ガ
バナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞』に準拠した運営を行うことが求められる。

【地域文化芸術団体等】
大野市は、関係者の協力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実を支援する。

その際、運営団体・実施主体は、文化芸術団体等に加え、地域学校協働本部や保護者会、同窓会、
複数の学校の文化部が統合して設立する団体等、学校と関係する組織・団体も想定する。
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② 関係者間の連携体制の構築等
ア 大野市は、必要に応じてスポーツ推進課、地域文化課、生涯学習・文化財保護課、教育総務課、大
野市スポーツ協会、大野市文化協会、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者からな
る協議会等において、定期的・恒常的な情報共有・連絡調整を行い、緊密に連携する体制を整備する。

イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、例えば、年間の活動計画（活動日、休養日および参加予
定大会の日程等）および毎月の活動計画（活動日時・場所、休養日および大会参加日等）を策定し、
公表する。その際、協議会等の場も活用し、地域におけるスポーツ・文化芸術団体等での活動中の生
徒同士のトラブルや事故等の対応を含む管理責任の主体を明確にし、共通理解を図る。

（３）指導者
① 指導者の質の保障
【地域スポーツクラブ活動】
ア 大野市は、生徒にとってふさわしい地域スポーツ環境を整備するため、地域において、専門性や資
質・能力を有する指導者を確保する。
また、スポーツ団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や資質向上の取組みを進

める。

イ 地域スポーツ団体の指導者は、スポーツに精通したスポーツドクターや有資格のトレーナーなどと
緊密に連携するなど、生徒を安全・健康管理等の面で支える。
スポーツ団体等は、練習が過度な負担とならないようにするとともに、生徒の安全の確保や暴言・

暴力、行き過ぎた指導、ハラスメントなどの行為も根絶する。また、指導者に暴力等の問題となる行
動が見られた場合への対応について、自ら設ける相談窓口のほか、JSPOなどの統括団体が設ける相
談窓口を活用し、公平・公正に対処する。県や市等スポーツ団体とは別の第三者が相談を受け付け、
各競技団体等と連携しながら対応する仕組みも必要に応じて検討する。

【地域文化クラブ活動】
ア 大野市は、生徒にとってふさわしい文化芸術等に親しむ環境を整備するため、地域において、専門
性や資質・能力を有する指導者を確保する。また、文化芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えら
れる指導者の養成や資質向上の取組みを進める。

イ 文化芸術団体等は、指導者の質を保障するための研修等実施の際、これまでの文化部活動の意義
や役割について、地域単位の活動においても継承・発展させ、新しい価値が創出されるよう、学校教
育関係者等と必要な連携をしつつ、発達段階やニーズに応じた多様な活動ができるように留意する。
特に、練習が過度な負担とならないようにするとともに、生徒の安全の確保や暴言・暴力、行き過ぎ
た指導、ハラスメントなどの行為も根絶する。また、指導者に当該行為が見られた場合への公平・公
正な対処について、自ら設ける相談窓口の設置およびその周知や、県や市等文化芸術団体とは別の第
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三者が相談を受け付け、各団体等と連携しながら対応する仕組みの検討等を進める。さらには、文化
芸術活動で留意する必要がある著作権について研修等を行い、地域における文化芸術活動の中で指
導者の理解を深める。

② 適切な指導の実施
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、Ⅰ２に準じ、参加者の心身の健康管理、事故防止を徹底
し、体罰・ハラスメントを根絶する。大野市は、適宜、指導助言を行う。

イ 指導者は、Ⅰ２に準じ、生徒との十分なコミュニケーションを図りつつ、適切な休養、過度の練習
の防止や合理的かつ効率的・効果的な練習の積極的な導入等を行う。
また、県および市等が主催する研修会に参加するなど、専門的知見を有する者の協力を得て、発達

の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を修得する。

ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、中央競技団体または学校部活動に関わる各分野の関係団
体等が作成した部活動における指導手引を活用して、指導を行う。

③ 指導者の量の確保
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、スポーツ・文化芸術団体の指導者のほか、部活動指導員
となっている人材の活用、退職教師、教師等の兼職兼業、企業関係者、公認スポーツ指導者、スポーツ
推進委員、競技・活動経験のある大学生・高校生や保護者、地域おこし協力隊等、様々な関係者から指
導者を確保する。

イ 大野市は、地域におけるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者の発掘・把握に努め
る。

④ 教師等の兼職兼業
ア 大野市教育委員会は、国が示す手引きなども参考としつつ、地域クラブ活動での指導を希望する教
師等が、円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、規程や運用の改善を行う。

イ 大野市教育委員会が兼職兼業の許可をする際には、教師等の本人の意思を尊重し、指導を望んでい
ないにもかかわらず参加を強いられることがないよう十分に確認するとともに、勤務校等における業
務への影響の有無、教師等の健康への配慮等、学校運営に支障がないことの校長の事前確認等も含め、
検討して許可する。

ウ 大野市教育委員会は、教師の心身の健康を確保するため、当該教師の学校における労働時間（ただ
し、在校等時間（教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握するこ
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とができる時間）も通算の対象として扱う。）と地域団体の業務に従事する時間を通算した時間から
教職員の勤務時間（原則として１日について７時間４５分，１週について３８時間４５分）を差し引
いた時間（いわゆる時間外労働と休日労働の合計時間）が単月８０時間未満とならないことが見込ま
れる場合には，兼職兼業の許可を出さない。

エ 教師が兼職兼業の許可を得て、地域スポーツ・文化芸術活動として地域団体の業務に従事する場合
においては、大野市教育委員会は、実施主体が異なるからといって当該教師の業務等の実態に関知し
ないという対応をとるのではなく、地域団体における業務内容や当該教師の労働時間等についてしっ
かりと把握し、当該教師の心身の健康の管理を行う。
具体的には、教師の申告等により、大野市教育委員会が兼職兼業の許可を行うに当たってあらかじ

め確認する事項として、地域団体の事業内容、地域団体における当該教師の雇用形態・期間や業務内
容、労働時間通算の対象となるか否かの確認等について、また、兼職兼業の許可後に定期的に確認す
る事項として、当該教師の実労働時間等について、確認することが考えられる。また、その確認を適
切に行うため、あらかじめ教師からの申告等によることとすることなどの具体的な確認方法を設け、
かつ教師に事前に伝えておく。さらに、大野市教育委員会は、教師のみならず、地域団体や学校とも
連携を図り、上記確認事項について把握する。

オ 地域のスポーツ・文化芸術団体等は、教師等を指導者として雇用等する際には、居住地や、異動や
退職等があっても当該教師等が当該団体等において指導を継続する意向の有無等を踏まえて、継続
的・安定的に指導者を確保できるよう留意する。その他、兼職兼業に係る労働時間等の確認を行うに
当たっては、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も参照し、大野市教育委員会
および地域のスポーツ・文化芸術団体等は連携して、それぞれにおいて勤務時間等の全体管理を行う
など、双方が雇用者等の適切な労務管理に努める。

（４）活動内容
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技・大会志向で特定の種目や分野に継続的に専念する
活動だけではなく、休日や長期休暇中等に開催される体験教室や体験型キャンプのような活動、レク
リエーション的な活動、シーズン制のような複数の種目や分野を経験できる活動、障害の有無にかか
わらず、誰もが一緒に参加できる活動、アーバンスポーツ、メディア芸術、ユニバーサルスポーツや
アート活動等、複数の活動を同時に体験することを含め、生徒の志向や体力等の状況に適したスポー
ツ・文化芸術に親しむ機会を、指導体制に応じて段階的に確保する。

イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域の実情に応じ、生徒の自主的・自発的な活動を尊重
しつつ、総合型地域スポーツクラブなど他の世代向けに設置されている活動に生徒が一緒に参画でき
るようにする。
ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等
を生徒や保護者に対して周知する。
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（５）適切な休養日等の設定
地域クラブ活動に取り組む時間については、競技・大会志向の強いものも含め、生徒の志向や体

力等の状況に応じて適切な活動時間とする必要がある。地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、
生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を送れるよう、「Ⅰ 学校部活動」に準じ、下記の活動時
間を遵守し、休養日を設定する。
その際、学校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活全般を見通し、運

営団体・実施主体と学校を中心とした関係者が連携し、調整を図ることが必要である。

ア 学校の学期中は、週当たり３日以上の休養日を設ける。
平日は少なくとも２日、週末は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した

場合は、休養日を他の日に振り替える。
地域クラブ活動を休日のみ実施する場合は、原則として１日を休養日とし、休日に大会参加等で活

動した場合は、休養日を他の休日に振り替える。土曜日・日曜日・祝日または振替休日において年間
５２日以上の活動休養日を確保する。

イ 学校の長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。

ウ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む。）は原則と
して３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。

エ 休養日および活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、定期試験前
後の一定期間等、各部共通、学校全体、大野市共通の休養日を設けることや、週間、月間、年間単位
での活動頻度・時間の目安を定めることも考えられる。

（６）活動場所
ア 大野市は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、公共のスポーツ・文化施設や、社会教育施設、
地域団体・民間事業者等が有する施設だけではなく、地域の中学校をはじめとして、小学校や高等学
校や、廃校施設も活用できるように努める。

イ 大野市は、学校施設の管理運営については、指定管理者制度や業務委託等を取り入れ、地域クラブ
活動を実施する団体等に委託するなど、当該団体等の安定的・継続的な運営の促進に努める。

ウ 大野市は、地域クラブ活動を行う団体等に対して学校施設、社会教育施設や文化施設等について低
廉な利用料を認めるなど、負担軽減や利用しやすい環境づくりに努める。
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エ 大野市および学校は、学校の負担なく学校施設の円滑な利用を進めるため、前記イからエまでを踏
まえた地域クラブ活動の際の利用ルールなどの策定に努める。

オ 大野市は、前記アからオの実施に当たり、「学校体育施設の有効活用に関する手引き」（令和２年３
月スポーツ庁策定）や「地域での文化活動を推進するための『学校施設開放の方針』について」（令和
３年１月文化庁策定）も参考にして取り組む。

（７）会費の適切な設定と保護者等の負担軽減
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒や保護者、地域住民等の理解を得つつ、活動の維持・
運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定する。

イ 大野市は、地域クラブ活動に係る施設使用料を低廉な額とするなどの支援に努める。

ウ 大野市は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、地元の企業等の協力を得て、企業等が有する
施設の利用や設備・用具・楽器の寄附等の支援を受けられる体制の整備や、家庭の参加費用の負担軽
減に資する取組等を推進する。その際、企業からの寄附等を活用した基金の創設や、企業版ふるさと
納税の活用等も検討する。

エ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、『スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向
け＞』に準拠し、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対す
る情報開示を適切に行う。

（８）保険の加入
ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導者や参加する生徒等に対して、自身の怪我等を補償
する保険や個人賠償責任保険に加入するよう促す。

イ 各競技団体または生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等は、分野・競技特性
やこれまでの活動状況・怪我や事故の発生状況等を踏まえ適切な補償内容・保険料である保険を選定
し、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が各競技団体または生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わ
る各分野の関係団体等に加盟するに当たって、指導者や参加者等に対して指定する保険加入を義務付
けるなど、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられるようにする。
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２ 学校との連携等

ア 地域クラブ活動は、青少年のスポーツ・文化芸術活動が有する教育的意義のみならず、集団の中で
仲間と切磋琢磨することや、学校の授業とは違った場所で活躍することなど、生徒の望ましい成長を
保障していく観点から、教育的意義を持ち得るものである。
学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展させ、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交

流等を通じた学びなどの新しい価値が創出されるよう、学校・家庭・地域の相互の連携・協働のもと、
スポーツ・文化芸術活動による教育的機能を一層高めていくことが大切である。

イ 地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者が異なるため、活動方針や
活動状況、スケジュールなどの共通理解を図るとともに、関係者が日々の生徒の活動状況に関する情
報共有等を綿密に行い、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障する。その際、兼職兼業
により指導に携わる教師の知見も活用する。

ウ 大野市は、地域クラブ活動が適正に行われるよう、運営団体・実施主体の取組状況を適宜把握し、
必要な指導助言を行う。

エ 大野市教育委員会および校長は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や
保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動を選べるようにする。
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Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備

国は、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行といった新たなスポーツ・文化芸術環境の整
備を進めるに当たっては、多くの関係者が連携・協働して段階的・計画的に取り組む必要があり、県お
よび市町においては、地域の実情に応じ、関係者の共通理解のもと、できるところから取組みを進めて
いくことが望ましいとしている。

１ 新たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法

（１）休日の活動のあり方等の検討
ア 大野市は、地域における新たなスポーツ・文化芸術環境の整備について、まずは、休日における地
域の環境の整備を着実に進める。その際、休日と平日で指導者が異なる場合には、あらかじめ指導者
等の間で指導方針や生徒の活動状況に関する情報等の共有を行うなど緊密な連携を図るとともに、生
徒や保護者等へ説明を丁寧に行う。

イ 大野市は、競技等の実情等によっては、平日と休日を一体として取り組むことや、平日から先に取
り組むこともあり得るため、どのような進め方がそれぞれの実情等に照らしてふさわしいかについて
は、関係者間で丁寧に調整をしたうえで方針を決定する。

（２）検討体制の整備
ア 大野市は、必要に応じてスポーツ推進課、地域文化課、教育総務課、地域スポーツ・文化芸術団体、
学校、保護者等の関係者からなる協議会等を設置し、アンケートなどを通じて生徒のニーズを適宜把
握しつつ、新たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法等を検討し、実行する。

イ 大野市スポーツ協会や大野市文化協会等の団体は、地域の各スポーツ・文化芸術団体等の取組みの
助言・支援を行う。

ウ 大野市の競技団体または生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等は、中央競技
団体等の支援や助言を受けつつ、各競技種目の指導者の養成・派遣や活動プログラムの提供等により、
地域スポーツ・文化芸術環境の整備に参画する。

エ 学校は、生徒の教育や健全育成に関する専門性と実績を生かし、地域スポーツ・文化芸術環境の整
備に関して、県および市町の関係部署や地域におけるスポーツ・文化芸術団体等と協力・協働する。



17

２ 休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の段階的推進

休日における学校部活動は希望制とし、令和６年度の３年生引退以降すべての学校部活動について、
地域クラブへ移行する。大野市は、地域スポーツ・文化芸術環境整備のための取組みを重点的に行って
いく。また、移行後においても、地域クラブ活動の環境整備に係る進捗状況等を評価・分析し、継続し
て地域のスポーツ・文化芸術環境の充実に取り組む。
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Ⅳ 大会等のあり方の見直し

新たな地域クラブ活動を実施するに当たっては、活動の成果発表の場である大会やコンクールなど
において、学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニーズなどに応じて、持続可能
な運営がされることが必要である。ここでは、地域クラブ活動の実施に伴いあるべき大会等の在り方に
ついて示す。

１ 生徒の大会等の参加機会の確保

ア 中学校等の生徒を対象とする大会等の主催者は、生徒の参加機会の確保の観点から、大会参加資格
を学校単位に限定することなく、地域の実情に応じ、地域クラブ活動や複数校合同チームなども参加
できるよう、県大会、地区大会において見直しを行う。

イ 大野市は、大会等に対する支援のあり方を見直し、地域クラブ活動等も参加できる大会等に対して、
補助金や後援名義、学校や公共の体育・スポーツ施設、文化施設の貸与等の支援を行う。

ウ 大会等の主催者は、移行期において学校部活動と地域クラブ活動の両方が存在する状況において、
公平・公正な大会参加機会を確保できるよう、複数校合同チームの取扱いも含め、参加登録のあり方
を決定する。

２ 大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備

（１）大会等への参加の引率
【学校部活動】
大会等の主催者は、学校部活動における大会等の引率は原則として部活動指導員が単独で担い、

生徒の安全確保等に留意しつつ、できるだけ教師が引率しない体制を整える旨を、大会等の規定と
して整備し、運用する。

【地域クラブ活動】

地域クラブ活動における大会等の引率は、実施主体の指導者等が行うこととし、大会等の主催者
はその旨を大会等の規定として整備し、運用する。

（２）大会運営への従事
ア 大会等の主催者は、自らの団体等に所属する職員に大会運営を担わせ、人員が足りない場合は、大
会主催者が大会開催に係る経費を用いてスポーツ・文化芸術団体等に外部委託をするなど、適切な体
制を整える。



19

イ 大会等の主催者は、大会等に参加する学校や地域クラブ活動の実施主体等に対して、審判員等とし

て大会運営への参画を出場要件として求める場合は、参画することに同意する部活動顧問や地域クラ

ブ活動の指導者に対して、大会等の主催者のスタッフとなることを委嘱し、主催者の一員として大会

等に従事することを明確にする。

ウ 大野市教育委員会や校長は、大会運営に従事する教師等の服務上の扱いの明確化や兼職兼業の許可
について、適切な服務監督を行う。地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、当該団体等の規定等に
基づき、必要に応じて大会運営に従事する指導者の兼職兼業等の適切な勤務管理を行う。

エ 大野市教育委員会や校長は、スポーツ・文化芸術団体の役員等として日頃から当該団体等の活動に
従事している教師等を含め、教師等が実費弁済の範囲を超えて報酬を得て大会運営に従事することを
希望する場合は、兼職兼業の許可を含めた適切な勤務管理を行う。この際、学校における業務への影
響の有無、教師等の健康への配慮から、学校での職務負担や大会運営に従事する日数等を確認したう
えで、兼職兼業等の許可の判断を行う。

３ 生徒の安全確保

ア 大会等の主催者は、参加する生徒の健康と安全を守るため、大会等の開催時期について、夏季であ
れば空調設備の整った施設を会場として確保し、そのような環境を確保できない場合には夏の時期を
避けるよう努める。

イ 大会等の主催者は、夏季以外の季節であっても気温や湿度の高い日が少なくないことから、各種

目・部門の特性等を踏まえ、中学校等の生徒向けの大会等の開催が可能な環境基準として、例えば、

気温や湿度、暑さ指数（WBGT） 等の客観的な数値を示す。

ウ 大会等の主催者は、天候不順等により大会日程が過密になった場合は、大会等を最後まで実施する
ことのみを重視することなく、試合数の調整や、途中で大会等を打ち切るなど、生徒の体調管理を最
優先に対応する。

４ 大会等のあり方

ア 大会等の主催者は、発育・発達期にある生徒にとっての大会の意義を、本方針の趣旨を踏まえて改
めて検討し、意義が認められる場合にはそれを踏まえて、生徒にとってふさわしい大会のあり方や、
適切な大会等の運営体制等に見直す。
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イ 大会等の主催者は、大会の開催回数について、生徒や保護者等の心身の負担が過重にならないよう

にするとともに、学校生活との適切な両立を前提として、種目・部門・分野ごとに適正な回数に精選

する。

ウ 大野市教育委員会は、県中体連および地区中体連、県吹奏楽連盟および地区吹奏楽連盟等と連携し、
中学校の生徒が参加する大会等の全体像を把握し、週末等に開催される様々な大会等に参加すること
が、生徒や指導者の過度な負担とならないよう、大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、中
学校の生徒が参加する大会数の上限の目安等を定める。

エ 校長や地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、県中体連および地区中体連、県吹奏楽連盟および
地区吹奏楽連盟等ならびに大野市教育委員会が定める前記の目安等を踏まえ、生徒の教育上の意義や、
生徒や指導者の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する。

オ 大会等の主催者は、スポーツ・文化芸術に親しむことや生徒間の交流を主目的とした大会や、高い
水準の技能や記録に挑む生徒が競い合うことを主目的とした大会等の多様な大会を開催する。その際、
誰もが参加機会を得られるよう、リーグ戦の導入や、能力別にリーグを分けるなどの工夫をする。

カ スポーツ団体、文化芸術団体は、例えば、大会等の開催と併せて生徒等向けの体験会を実施するな
ど、自分なりのペースでスポーツ・文化芸術に親しみたい生徒や、複数の運動種目等を経験したい生
徒等のニーズに対応した機会を設ける。

キ 特別支援学校等の大会等については、特別支援学校等に在籍する生徒のスポーツ・文化芸術への参
画を促進する観点から、関係者が連携して、本方針の趣旨を踏まえ、大会等の整備を進める。その際、
学校における働き方改革の動向に十分留意する。
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（参考様式１）学校の部活動に係る活動方針

※活動方針には、上記項目

を含めて記載すること。

なお、様式については、適宜

変更可とする。

ねらい

(例)部活動は、生徒の主体性や社会性、豊かな人間性を育むうえで大切な教育活動であるとの考えにより、適正な活

動計画のもと、合理的かつ効率的な運用により、積極的に推進する。

活動計画・時間

(例)部活動における休養日および活

動時間については、生徒が運動や活

動と休養や睡眠等との、バランスが

とれた生活を送ることができるよ

う、以下を基準とする。

○年間を通じて、週あたり平日に１

日、土日に１日以上の休養日を確保

することを原則とし、大会日程等を

考慮しながら、土、日、祝日におい

て、年間５２日以上の部活動休養日

を確保する。また週末の活動状況、考

査日程等を考慮しながら、バランス

良く平日の休養日の確保に努める。

○通常練習日の１日の活動時間は平

日２時間程度、土日は３時間程度と

し、効率的で効果的な活動を行う。

業務改善に向けた取り組み

(例)毎月の活動計画や活動実績の確

認等により活動内容を把握し教職員

の負担が過度とならないような持続

可能な運営体制が整えられているか

などについて指導、是正を行う。

生徒の実態

(例)基本的生活習慣が確立でき

ていない生徒や、積極性、忍耐

力に課題がある生徒もおり、部

活動を通して、その育成を目指

す。

設置部活動

(例)

文化部

電子機械、電気

情報ケミカル

建築システム

運動部

野球、卓球、テニス

バレーボール、陸上競技

ラグビー、サッカー

弓道、ボート

バドミントン

サークル

ＩＮＣ

指導力向上

(例)競技や活動の特性を踏まえ

た合理的で効果的な指導が実

践できるよう部活動顧問の研

修の機会の保障に努める。

体罰等の防止

(例)生徒の人格を傷つける言動

や、体罰はいかなる場合も許さ

れないことを、あらゆる機会を

通じて徹底をはかる。

保護者の願い

(例)積極的な部活動参加によ

り、規則正しい生活習慣の確立

と、部活動を通しての社会性や

人間性の伸長を期待している。

部活動指導員との連携

(例) 部活動指導の適材配置に

より、効果的な顧問の負担軽減

を目指す。

危機管理体制

(例)部活動の共同管理を含め安

全対策に最優先に取り組むと

ともに、緊急時の対応について

共通認識を図り、事故発生時の

対応を適切に行う。

部活動における熱中症対策

(例)高温・多湿の環境条件を把

握し、活動を中止又は運動量の

調整等を行うなど、熱中症マニ

ュアル等に基づき予防策を講

じる。熱中症発生時の共通認識

を図り、適切な対応を行う。

部活動における感染症対策

(例)感染拡大への警戒を怠ら

ず、感染の状況に応じて衛生管

理マニュアルなどに基づき感

染症対策を行う。
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（参考様式２） ○○年度 部活動 活動計画 （休養日設定確認表）

※平日１日以上、休日１日以上の休養日を設定しましょう

部活動名 部 顧問名

４ 月 ５ 月

日 曜日 休養日 活動時間 備 考 日 曜日 休養日 活動時間 備 考

1 日 ○ 休養日 1 火 16:00～18:00

2 月 9:00～12:00 2 水 ○ 休養日

3 火 9:00～12:00 3 木 9:00～12:00

4 水 ○ 休養日 4 金 ○ 休養日 春季地区大会の振休

5 木 9:00～12:00 5 土 ○ 休養日 春季地区大会の振休

6 金 16:00～18:00 新任式、入学式、始業式 6 日 ○ 休養日

7 土 9:00～12:00 7 月 16:00～18:00

8 日 ○ 休養日 8 火 16:00～18:00

9 月 16:00～18:00 9 水 ○ 休養日 試験期間（～17 日）

10 火 16:00～18:00 10 木 ○ 休養日

11 水 ○ 休養日 11 金 ○ 休養日

12 木 16:00～18:00 12 土 ○ 休養日

13 金 16:00～18:00 13 日 ○ 休養日

14 土 9:00～12:00 14 月 ○ 休養日

15 日 ○ 休養日 15 火 ○ 休養日

16 月 ○ 休養日 放課後活動休止日 16 水 ○ 休養日 中間試験１日目

17 火 16:00～18:00 17 木 16:00～18:00 中間試験２日目

18 水 ○ 休養日 18 金 16:00～18:00

19 木 16:00～18:00 19 土 9:00～12:00

20 金 16:00～18:00 20 日 ○ 休養日

21 土 9:00～12:00 練習試合（○○中） 21 月 ○ 休養日 放課後活動休止日

22 日 ○ 休養日 22 火 16:00～18:00

23 月 16:00～18:00 23 水 ○ 休養日

24 火 16:00～18:00 24 木 16:00～18:00

25 水 ○ 休養日 25 金 16:00～18:00

26 木 16:00～18:00 26 土 13:00～16:00 練習試合（○○中）

27 金 16:00～18:00 27 日 ○ 休養日

28 土 8:30～16:00 春季地区大会 28 月 16:00～18:00

29 日 ○ 休養日 29 火 16:00～18:00

30 月 ○ 休養日 30 水 ○ 休養日

４月休養日数 11 日 31 木 16:00～18:00

５月休養日数 17 日
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（参考様式３）共同管理報告書

部活動指導の共同管理報告書

【業務内容】

○同じ活動場所の複数の部活動の安全管理を行う。

○チェック表に基づいて、活動場所における安全管理を行う。

○部活動終了後、チェック表を管理職に提出し、管理職が点検・管理する。

点 検 印
チェック表

共同管理者名

月 日（ ）
活動時間 ： ～ ：

活動場所 グラウンド ・ 第１体育館 ・ 第２体育館 ・ 特別教室

天気 気温 湿度 暑さ指数（ＷＢＧＴ温度）

晴れ・曇り・雨 ℃ ％ ℃

熱中症予防のための運動指針

ＷＢＧＴ温度 各顧問への連絡 水分補給・休息等の実施

２１℃以下 □ ほぼ安全 適宜水分補給 各部活動での

□ 水分補給の実施

□ 休息の実施

２１～２５℃ □ 注意 積極的水分補給

２５～２８℃ □ 警戒 積極的休息

２８～３１℃ □ 厳重警戒 激運動中止

３１℃以上 □ 運動は原則中止

活動部活名 活動人数 練習内容

男・女 部 人 通常練習 ・ 練習試合 ・ その他

男・女 部 人 通常練習 ・ 練習試合 ・ その他

男・女 部 人 通常練習 ・ 練習試合 ・ その他

男・女 部 人 通常練習 ・ 練習試合 ・ その他

男・女 部 人 通常練習 ・ 練習試合 ・ その他

特記事項

例）どの部活動もマネジャー等が水分補給の準備を整えており、休憩時間に部員が適宜水分補給していた。

例）どの部活動も活動前後にグラウンドの土をならしたり、石を取り除いたりして安全管理に努めていた。

例）練習中に雷が鳴り始めたので、各顧問とともに生徒を校舎内に移動させ、室内練習メニューに変更した。

けが等の 有 ・ 無 学年・クラス 生徒氏名

男・女 部 年 組

対処内容

例）転倒して肘に擦過傷有り。保健室に同行し、養教に適切な処置を依頼。その後、練習に復帰。

例）熱中症を疑う症状有り。涼しい場所で休息させ水分を補給させる。その後症状は改善したが、練習には復帰せず顧問から

保護者に連絡し、保護者とともに帰宅。

男・女 部 年 組

対処内容
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１２月教育委員会で付議した内容から修正した箇所

修正箇所 修正前 修正後
P6
３ 適切な
休養日等の
設定

ア 学期中は、週当たり２日以上の休養日
を設ける。
平日は少なくとも１日、土曜日および
日曜日（以下「週末」という。）は少なく
とも１日以上を休養日とする。週末に大
会参加等で活動した場合は、休養日を他
の日に振り替える。土曜日・日曜日・祝
日または振替休日において年間５２日
以上の部活動休養日を確保する。

ア 学期中は、週当たり３日以上の休養日
を設ける。
平日は少なくとも２日、土曜日および
日曜日（以下「週末」という。）は少なく
とも１日以上を休養日とする。週末に大
会参加等で活動した場合は、休養日を他
の日に振り替える。土曜日・日曜日・祝
日または振替休日において年間５２日
以上の部活動休養日を確保する。

ウ １日の活動時間は、長くとも平日では
２時間程度、学校の休業日（学期中の週
末を含む）では３時間程度とし、できる
だけ短時間に、合理的かつ効率的・効果
的な活動を行う。

ウ １日の活動時間は、長くとも平日では
２時間程度とし、遅くとも午後５時３０
分には終了する。学校の休業日（学期中
の週末を含む）では長くとも３時間程度
とする。活動はできるだけ短時間に、合
理的かつ効率的・効果的に行う。

P11~12
④教師等の
兼職兼業

ウ 大野市教育委員会は、教師の心身の健
康を確保するため、当該教師の学校にお
ける労働時間（ただし、在校等時間（教
育職員が学校教育活動に関する業務を
行っている時間として外形的に把握す
ることができる時間）も通算の対象とし
て扱う。）と地域団体の業務に従事する
時間を通算した時間から労働基準法に
規定される労働時間（原則として１日に
ついて８時間，１週について４０時間）
を差し引いた時間（いわゆる時間外労働
と休日労働の合計時間）が単月８０時間
未満とならないことが見込まれる場合
には，兼職兼業の許可を出さない。

ウ 大野市教育委員会は、教師の心身の健
康を確保するため、当該教師の学校にお
ける労働時間（ただし、在校等時間（教
育職員が学校教育活動に関する業務を
行っている時間として外形的に把握す
ることができる時間）も通算の対象とし
て扱う。）と地域団体の業務に従事する
時間を通算した時間から教職員の勤務
時間（原則として１日について７時間４
５分，１週について３８時間４５分）を
差し引いた時間（いわゆる時間外労働と
休日労働の合計時間）が単月８０時間未
満とならないことが見込まれる場合に
は，兼職兼業の許可を出さない。

P13
（５）適切
な休養日等
の設定

ア 学校の学期中は、週当たり２日以上の
休養日を設ける。
平日は少なくとも１日、週末は少なく
とも１日以上を休養日とする。週末に大
会参加等で活動した場合は、休養日を他
の日に振り替える。

ア 学校の学期中は、週当たり３日以上の
休養日を設ける。
平日は少なくとも２日、週末は少なく
とも１日以上を休養日とする。週末に大
会参加等で活動した場合は、休養日を他
の日に振り替える。


